
12月議会での一般質問

市民の健康を守るために
ＰＦＡＳ汚染の原因究明と対策を

　小平市は、２０２１年６月に第１期小平市経営方針推進プログラム
を公表し、その一つとして事業の精査と見直しを掲げました。見直
しの結果廃止されることになった７事業の一つが火災等の災害の
際に市が見舞金、弔慰金を支給する災害救助事業です。全焼・全壊
の世帯に5万円以内、半焼・半壊の世帯に３万円以内、死亡１人に
つき５万円以内を支給していましたが、今年度から廃止されまし
た。社会福祉協議会が実施していた同趣旨の災害援助見舞金も、
市の見舞金廃止で情報が得られなくなったとのことで、今年度か
ら廃止されました。災害見舞金は多摩２６市のうち２２市で実施さ
れている事業です。事業の復活はできないのか質問しました。
　手続きを経て廃止したもので復活はできない、小平市第１期経
営方針推進プログラム策定時に市民意見を公募したとの答弁で
したが、具体的にどの事業を廃止するかについては、小平市経営
方針推進委員会の公募市民３名の意見が反映されたのみです。市
民生活に重大な影響を及ぼす施策の改廃については、たとえば千
葉県館山市の市民判定人方式のように、市民に参加の機会を保障
するべきです。
　事業の精査と見直しでは、これ以外にも、子どもの権利条約普
及推進事業や青少年音楽祭事業も廃止され、議会で問題になりま
した。「事業の精査と見直し」の見直しが必要です。

12月議会で採決された請願

災害救助事業の廃止の
見直しを求める

　ＷＨＯの国際がん研究機関は、昨年１１月末にＰＦＡＳの一種であ
るＰＦＯＡをヒトに対して発がん性があると評価しました。小平市
の小川給水所では、停止していた井戸水の取水を昨年１１月から再
開しており不安が募ります。
　一般質問では、市が国民健康保険加入者を対象に毎年実施して
いる特定健康審査の検査項目に PFOS、ＰＦＯＡ等の血中濃度を加
えられないか質問しましたが、生活習慣病の予防を基本目的とす
る特定健康診査の項目にはふさわしくないとの答弁でした。
　昨年２月時点で市内に１０９基ある震災対策用井戸の水質検査
にＰＦＡＳを加えることができないかも聞きましたが、予定はない
との答弁でした。調布市は、昨年9月、民間所有の防災協力井戸で
希望に応じてＰＦＡＳの検査をすると決め、実施しています。小平市
でも同様に実施するよう求めました。
　米軍横田基地で使用したＰＦＡＳを含む泡消火剤が地下水汚染の
原因と疑われています。防衛省は横田基地への立ち入り調査につ
いて、関係自治体から要請があれば米側に働きかけるとの見解で
す。横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会が昨年7月、基
地内のＰＦＡＳ漏出の地下水への影響を調査するよう国に求めまし
たが、明確に立ち入り調査は求めていません。小平市も他市と連携
するなどして立ち入り調査を積極的に求めるべきです。
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（１）多文化共生を推進するプランの策定を求める
　請願代表者は、小平市国際交流協会（KIFA）などで外国籍の方の
ためのボランティア活動に取り組んできました。
　総務省は２００６年から多文化共生推進プランの策定を自治体に求
め、多摩２６市のなかでも東村山市など４市が策定済みですが、小平
市には独立したプランがありません。請願者は、小平市での外国籍
住民への支援をもっと進めるために包括的なプランの策定とプラン
を実行するための協議会の設置を求めました。多文化共生は市とし
て当然取り組むべき課題です。賛成多数で可決されたことをきっか
けに、市が実効性のあるプランを策定することを求めます。
（２）都市農地を守るために相続税負担の軽減等を求める
　都市農地を守るための国への意見書の提出と、市としてできる取
り組みの検討を求める請願です。請願代表者は市民として農地が
年々減ることに危機感を感じてきました。
　市内には、２０２０年時点で１６１．５ｈａの生産緑地がありますが、こ
こ３０年ほどで約３２％減少しています。主な原因は、代替わりすると
きの相続税の負担が大きく、農地を売らざるを得なくなることです。
生産緑地自体は納税猶予の対象となりますが、収穫物の集出荷施設
や農機具倉庫、直売所、屋敷林等には相続税がかかります。
　そこで請願では、都市農家に対する相続税の負担軽減のため、納
税猶予措置適用の拡大の検討を求める意見書を国に提出すること、
および市としても都の生産緑地買取・活用支援事業等を活用して農
地を守る取り組みをすることを求めました。全会一致で可決され、
12月議会で国への意見書も可決、提出されました。
（３）小平市における重度障害者の就労・修学支援の実施を求める
　請願代表者は、医師として就業後に難病を患い、２４時間介護が必
要となりました。重度訪問介護は、経済活動に係る外出や、修学を
含め通年かつ長期にわたる外出については利用できません。
　請願者のように重度障害があっても就労や修学を望む声があり、
国は２０１８年度から重度訪問介護利用者の大学等修学支援事業、
２０２０年度から重度障害者等就労支援特別事業を始めました。しか
し、小平市ではそれらを利用するための制度ができていません。
　請願代表者はストレッチャーで委員会審査に臨み、２０２５年度か
ら修学・就労予定であると述べ、請願は全会一致で可決されました。

12 月議会では、市民から出された３つの請願がすべて可決されまし
た。市民の意見を施政に活かす請願を積極的に活用しましょう。
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